
静岡法人会では、会員企業の皆様が利用できる福利厚生事業の充実を考え、様々な制度を推進しております。今回

ご案内いたしますのは、経営に携わる会員の皆様の健康・教養を高めていただけるよう下記のカルチャースクールに

ついて割引が受けられる制度のご案内です。 

手続きは簡単！！受講される方の「法人名」「氏名」を電話又は、下記のフォームから事務局にご一報いただけれ

ば、事務局より割引証を発行（郵送）させていただきます。もちろん、会員企業様でしたら、代表者様に限らず従業

員の方でも利用できます。（但し、会員企業にお勤めでない家族等は除く） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SBS学苑 http://www.sbsgakuen.com/ 
 

FAX：251-8203 法人会事務局宛  法人会福利厚生事業「カルチャースクール割引制度」利用申込書 

法人名 所在地 〒 

 

受講者氏名 TEL どちらをご利用ですか 

□パルシェ校  

□静岡校  
FAX 

問合せ先：一般社団法人静岡法人会 静岡市葵区御幸町 4-1 アーバンネット静岡ビル３階 

TEL：054-254-1625  FAX：054-251-8203                   2020.04.20 

会員企業

（受講者） 

静岡法人会   

事務局 

①法人会へ申込む

②割引証が郵送される

カルチャー  

スクール 

割 引 証 の 流 れ 

※カルチャースクールの受付で割引証を提出する

と、所定の割引が受けられます 

・SBS学苑 パルシェ校         

〒420-0851              

静岡市葵区黒金町 49 パルシェ 7F  

TEL：054-253-1221 
 

 

・SBS学苑 静岡校           

〒420-8033              

静岡市駿河区登呂 3-1-1       

TEL：054-282-1191  

ＳＢＳ学苑パルシェ校・静岡校 

個人会員入会金 3,000円（税別）を全額免除

いたします。 

講座内容等につきましては、直接カルチャー

スクールまでご連絡ください。 

一般社団法人静岡法人会 福利厚生制度 


